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森林土木工事等におけるクマ対策について（通知） 

 

 このことについて、県内各地でクマの出没が頻発していることから、宮城県が

発注する森林土木工事等においても安全管理を徹底するとともに、クマ対策に

要する費用については、下記により対応願います。 

 

記 

 

１ 安全管理の徹底について 

  自治体等が発出するクマの出没情報等に注意し、単独行動を避けることや、

クマを寄せ付けない行動を心掛けることを徹底すること。 

  なお、クマ対策については、下記事例を参考に例示されているものについて

適切に対応すること。 

 

＜工事現場等におけるクマ対策の事例集＞ 

https://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/jikogaiyou/251117_jirei.pdf 

 

２ 費用計上（積算）の取扱いについて 

  クマスプレーの購入等のクマ対策費用については、現場状況に応じて別紙

のとおり計上すること。 

  なお、受注者から請求があった場合は、協議により設計変更の対象とする。 

 

３ 適用年月日 

  令和８年４月１日以降に完成する森林土木工事等から適用する。 



別紙 

 

 森林土木工事等におけるクマ対策費用の積算方法は、以下のとおりとする。 

 

業種 種別 計上費目 積算方法 

工事 治山林道工事 共通仮設費 安全費 積上げ 

保安林整備業務 森林整備 共通仮設費 安全費 積上げ 

建設関連業務 地質調査業務 間接調査費 安全費 積上げ 

測量業務 直接経費 安全費 積上げ 

設計業務 直接経費 その他 積上げ 

計画作成等業務 その他経費 安全費 積上げ 

 

 ※ 費用計上の対象となる対策については、 

＜工事現場等におけるクマ対策の事例集＞ 

 https://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/jikogaiyou/251117_jirei.pdf 

に公表されているものとし、見積りにより積上げ計上すること。 


